
 

 

市町村による 

全国がん登録 

情報の活用を 

支援します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村によるデータ活用の実例 

A市・・・検診クーポンに掲載 

B町・・・検診案内に掲載 

C町・・・議会質疑応答の資料に活用 

宮城県立がんセンターにご相談ください。 

がんセンターが支援 

 

データの集計・分析 

がん登録特有のルールや大量のデータを扱

うのは大変です。専門のスタッフがリクエスト

に応じた集計や分析を行います。 

利用申請手続き 

がん登録データを利用するためには宮城

県に申請しなければなりません。 

受託者として申請手続きを行います。 

安全管理措置 

国のマニュアルが求める高いレベ

ルでデータを適正に管理できます。 

お問い合わせ先 

 

宮城県立がんセンター  研究所 

事業実施者 ： がん疫学・予防研究部長 金村政輝 

相談窓口 ： 宮城県がん登録室 副室長 佐藤洋子 

電  話 ： 022-796-3624   

E-mail ： registry@miyagi-pho.jp 

全国がん登録が開始され，がん登録情報を活用したがん対策

を推進することが可能となりました。しかし，がん登録情報の活

用のためには，いくつかの困難を伴います。 

そこで，宮城県立がんセンター研究所では，これまでがん登録

業務で培ったがん登録に関する知識，研究所がもつデータの集

計・分析のスキル，さらに，がん検診やがん対策に関する専門的

な知見やネットワークを最大限に活用し，市町村によるがん登

録情報の活用を支援する事業です。 

「全国がん登録」って何？ 何がわかるの？ と思った方，まず宮城県立がんセンター宮城県

がん登録室にご連絡ください。各自治体の目的にあった形でご利用いただけるようお打ち合

わせをさせていただきます。 

 

令和 5年度モデル事業（無料） 

 

市町村では 

 

我がまちの状況把握・がん検診の精度管理 

がんの罹患に関する情報を集計・分析することで我がま

ちのがんの実態を知り，がん検診の受診勧奨や地域保健

活動に役立てることができます。 

がん登録データを活用することでがん検診の精度を評

価することができます。結果を検診の現場へフィードバッ

クすることで精度の向上に役立てる 

ことができます。 



 

 

令和４年度の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●全国がん登録とは 

日本でがんと診断されたすべての人の情報を，国で１つ

にまとめて集計・分析・管理する仕組みです。各都道府県

に設置された「がん登録室」を通じて集められ，国のデー

タベースで一元管理されています。 

がん登録推進法が平成 28 年に施行され，全ての病院と

指定された診療所は各都道府県の登録室へがん患者さん

の罹患情報を届出していただくことになりました。 

●何がわかるの？  

がんの罹患数や罹患率，生存率など，がん対策の基礎と

なるデータを把握することができます。 

がん対策を推進するためには，正確ながんの実態把握が

必要であり，その中心的な役割を果たしています。 

●市町村が直接，申請できないの？ 

できます。がん登録推進法に基づき宮城県が定めた手続

きで利用を行うことになっています。 

しかし，がん登録情報活用のためのハードルは高く，な

かなか利用に至らないのが実情です。 

１）利用申請手続き 

申請書類が膨大で煩雑 

２）安全管理措置 

データの管理には高いレベルの安全管理措置が必要 

３）データの集計・分析 

データセットの集計・分析には知識とスキルが必要 

●がん検診の精度管理 

 検診の精度（感度・特異度）を評価し，がん検診が適切

に運用されているか判断することは，がん検診をマネジメ

ントする上でとても重要なことです。がん登録情報を活用

することで，偽陰性率，感度，特異度などの精度指標によ

る評価が可能となります。また，結果を検診の現場にフィ

ードバックすることも重要です。検診の受託者に診断委員

会や精度管理委員会を設置し，フィードバックが適切に行

われるよう精度管理の実施状況の評価，助言，指導を行い

ます。 

●費用 

令和 5年度は，無料のモデル事業として実施します。 

私達は，宮城県内全市町村で活用いただくことを目指し

ており，将来的には，本格的な事業を継続的に実施するた

めに必要な費用を算出し，有料化したいと考えています。 

宮城県立がんセンターから「全国がん登録データ活用支援事業」のお知らせ 

 ２市４町と契約し集計分析を行い

ました。うち２市においては，精度管

理も実施しております。大変ご好評を

いただき，この２市４町においては，

令和５年度も契約の準備を進めてお

ります。今年度は，１０市町村での事

業実施を予定しています。 

・検診の精度管理を行うか

・集計項目の検討

・個人情報保護条例の確認

・宮城県に提出する書類の作成

・宮城県で開催

・リーフレットの作成

・各種集計表の作成

・精度管理指標の算出等

・公表前点検のため，宮城県へ提出

する

しない

・データを廃棄

・県へ廃棄の報告

次年度も
継続

データの廃棄

審査部会

データ受領

集計・分析

集計結果の活用
・データの解釈や活用についてご相
談に応じます

・国のマニュアルが求めるレベルで
のデータ管理

・個人が特定できないかなど審査を
受けます

活用支援事業の契約からデータ活用までの流れ

事前相談

委託契約締結

納品

申請書作成

公表（納品）前の点検

中間報告


